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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和３

年第６回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番藤原公一さん、３番大

江道男さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る７月３０日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君）〔登壇〕 令和３

年第６回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る７月３０日、議会運営委員会を開

催しましたので、その内容と結果について

報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。 

その後、議会提出案件として、美幌町議

会改革・活性化調査研究特別委員会設置及

び委員選任について、町提出案件として、

専決処分の承認１件、議案２件、補正予算

１件、以上のとおりであります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

議員各位は、さきに質問した議員との重

複質問を避け、簡潔な発言に努め、慎重な

る審議に皆さんの協力をお願いするととも

に、行政職員の皆さんには、真摯な答弁と

対応をお願いし、議会運営委員会委員長と

しての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

なお、木村議員、所用のため欠席の旨、

届出がありました。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため、写真撮影を行いますので御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可していますので、併せて御承

知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報
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告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和３年第６回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に、東

京２０２０パラリンピック競技大会出場に

ついてであります。 

このたび、８月２４日より東京都で開催

されます第１６回パラリンピック競技大会

に、陸上競技男子車椅子５,０００メートル

競技の日本代表選手として、本町元町在住

の久保恒造選手が出場することになりまし

た。 

久保選手は、これまで冬季パラリンピッ

クでは２０１０年のバンクーバー大会、２

０１４年のソチ大会に出場し、ソチ大会で

はバイアスロン競技で銅メダルを獲得して

おります。 

また、夏季パラリンピックでは、２０１

６年のリオデジャネイロ大会に続く２大会

連続の出場となり、夏・冬合わせて４大会

出場の快挙となりました。 

今回の出場については、本年４月の代表

最終選考会において、好記録で優勝したこ

となどが評価され、選ばれたものでありま

す。 

町といたしましても大変名誉なことであ

り、町民の皆さんと次代を担う子供たちに

限りない夢と希望を与え、本町のスポーツ

振興に大きな影響を与えるものと考えてお

ります。 

久保選手の大いなる活躍を願い、７月２

０日には、美幌町スポーツ協会や美幌町陸

上競技協会を中心に、久保選手を町民挙げ

て応援すべく、オリンピック・パラリンピ

ック選手後援会が発足されたところであり

ます。 

パラリンピックという輝かしい世界の舞

台において、活躍される勇姿を多くの皆さ

んと応援の上、これまで積み重ねてきた努

力の成果を存分に発揮され、御健闘するこ

とを大いに期待するところであります。 

第２に、美幌町立国民健康保険病院の医

師の退職についてであります。 

平成２８年４月１日に採用いたしまし

た、内科の常勤医師である小林秋人医師よ

り、去る７月１６日、一身上の都合、体調

不良により令和３年８月３１日付をもって

退職したい旨、退職願の提出があったとこ

ろであります。 

町といたしましては、慰留に努めてまい

りましたが、本人の意思を尊重し、退職を

承認したところであります。 

内科診療は、本年４月より常勤医師４名

及び非常勤医師１名で診療に当たってまい

りましたが、今回の対応として、さらに非

常勤医師１名を採用し、７月より診療に当

たっているところであります。 

常勤医師の退職により、入院及び外来診

療、透析診療についても、医師の負担増が

懸念されるため、１日でも早い後任医師の

確保に努めるとともに、今後も診療体制充

実を目指し、最大限の努力を重ねてまいり

ますので、御理解を賜りますようお願い申

し上げます。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１１号令和３年度美幌町一般会計

補正予算（第４号）については、東京２０

２０パラリンピック競技大会出場選手支援

のため急を要したことから専決処分をいた

しましたので、御承認を賜りたいのであり

ます。 

動産の取得について。 

議案第５３号は、多目的バスについて、

入札結果に基づき取得することについて議

決をいただきたいのであります。 

条例の改正について。 
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議案第５４号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定については、行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の一部改正に伴

い、地方公共団体情報システム機構がマイ

ナンバーカードの発行主体として明確に位

置づけられるとともに、マイナンバーカー

ドの再発行に係る手数料の徴収事務につい

ては、同機構が市区町村長に委託して行う

形に位置づけが改められることから、当該

カードの再交付に係る手数料について廃止

し、別表から削除する改正を行おうとする

ものであります。 

補正予算について。 

議案第５５号令和３年度美幌町一般会計

補正予算（第５号）については、産地生産

基盤パワーアップ事業補助金として４７０

万３,０００円を、美幌町アスパラ振興推進

事業補助金として１２２万２,０００円の増

額を行おうとするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について質疑を許します。 

質疑は、１人３回までといたします。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） ただいま行政報

告があった、２点目の国保病院の医師の退

職について、３点ほどお伺いいたします。 

まず１点目は、令和元年１２月から今回

の医師退職を含めて約１年８か月の間に、

定年退職者もいますけれども、６名の先生

が退職されている。この現状について、町

長はどのように受け止めているのかが１点

であります。 

２点目は、小林医師は本当に優秀な、患

者にとってはすばらしい先生だったと思い

ます。小林先生が退職することによって、

医師の人員が少なくなっている現状にあり

ます。入院・外来診療、透析の診療及び当

直について、現在の医師だけで対応はどう

なのか。非常に医師の負担が出てくると思

いますので、この対応がどうなのか、お聞

かせ願いたいと思います。 

３点目であります。 

行政報告にありましたけれども、今後の

体制であります。 

外科を含め、後任の医師の確保の見通し

について、現在公表できるものがあれば、

お聞かせ願いたいと思います。 

以上、３点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ３点の御質問をい

ただきました。 

２点目の医師の負担への対応、それか

ら、今後の医師の見通しについては、病院

事務長からお話をさせていただきたいと思

います。 

１点目の約１年８か月で６名の医師がや

めたというか、退任された方もいますけれ

ども、町長としてどう受け止めているかと

いうことであります。 

私としては、６名の方がやめたというこ

とで、それは、私が町長になってやめたと

いう認識ではありません。 

ただ、タイミング的に、先生が美幌で勤

務をされていて、一つの人生のサイクルと

して、次の病院を希望されている方もい

て、ずっといていただきたいということを

お願いしたとしても、最後まで強権するこ

とは難しい状況があって、最終的にはやめ

ることを認めてきた状況であります。 

町民の方々は、先生方が減ると日常的に

見ていただける先生、対応していただける

先生が減るわけですから、御迷惑をかけて

いるという認識は持っておりますし、少し

でも早く、医師確保について私としてでき

ることについてはしっかりとやっていきた

いと思っております。 

私どもの医師の確保の仕方については、
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予算でも認めていただいていますけれど

も、専門の方に医師を探してもらい、あと

は私どもの病院とマッチングするという形

を取っているわけでございますけれども、

そういうところについても、東京に出かけ

たり、美幌の実情をお話しして、何とか美

幌に来ていただける候補を上げてほしいと

いうお願いをしている経過もあります。 

そういう意味では、なかなか医師を増や

すことができていないことに対しては、町

民の皆様にはおわびいたしますし、行政報

告にもありましたけれども、今後もしっか

りと医師確保に努力していきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 馬場議員の

御質問にお答えします。 

小林医師の退職による影響といいます

か、現体制で外来診療、入院診療、透析診

療、また、当直における体制は大丈夫なの

かということでございます。 

小林先生は内科の先生ということもあり

まして、通常は一般外来で週５日の枠があ

ったわけでございますが、その対応といた

しましては、行政報告でも御報告をさせて

いただきましたとおり、４月に非常勤の先

生を１人、７月にさらに非常勤の先生を、

いずれも内科診療をやっていただける先生

ということで確保しておりまして、この体

制の中では、週４日の外来診療を通常どお

り行えていると思ってございます。 

ただ、週のうち１日だけ、一こまだけは

先生間の調整ができないということで、診

療をお休みさせていただいている状況でご

ざいます。 

また、入院診療でございますけれども、

当然、常勤の先生がメインとなって入院患

者の診療に当たるわけでございますが、非

常勤の先生ではそこまでの診療ができない

部分もございますので、小林先生が受け持

っていた患者さんにつきましては、従来か

ら勤務いただいている常勤の先生たちに割

り振りながら対応させていただいていると

ころでございますので、その分については

医師の負担が増えているということでござ

います。 

透析診療につきましても、当然、透析専

門の先生が常勤ではいないということで、

従来から分担制でやってきたこともありま

して、そちらも非常勤の先生は対応してご

ざいませんので、小林先生の枠について

は、その他の常勤の先生に割り振りして、

御対応いただいている状況でございます。 

次に、当直の関係でございますけれど

も、今回、４月以降に２人の非常勤の先生

を採用しておりますが、従事いただく中に

当直を含めた形で雇用しておりますので、

週のうち２日間は非常勤の先生に当直をし

ていただいているということで、その部分

の常勤の先生の負担はないと考えてござい

ます。 

３点目の御質問でございます。 

医師確保の見通しについてでございます

が、現在、医師確保の取組につきまして

は、インターネットの募集広告ですとか、

紹介会社からの直接の御紹介、紹介会社を

経由して候補者に対するオファーをかけて

いくという取組をしているところでござい

ます。 

ここ１年間で現在まで、紹介及びオファ

ーの実績として、全ての診療科で７１件ほ

ど対応をさせていただいておりますが、そ

の中で面接に至った経過もありますが、い

ずれも採用には至っていないという形でご

ざいます。 

昨年来、新型コロナウイルスの影響等も

ありまして、医師自身の転職の動きが非常

に少なくなっている状況にありまして、大

変厳しい状況でございます。 

町長から報告のあったとおり、常勤医師

の負担を考えますと、１日でも早く確保を

するように努めてまいるということでござ

いますが、現在のところ、医師の確保の具

体的なオファーはないという状況でござい
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ます。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今回の小林先生

の退職について、しばらくの間は体調不良

ということだったのですけれど、今はコロ

ナワクチンの集団接種を平日含めて多くの

人数を国保の先生方が一生懸命やっている

と思うのです。 

今、医者の確保が厳しいので、非常勤の

先生が来ていますけれど、その中で、土曜

日の集団接種があって、日曜日もあった。

そして、今度はそれを集中して集団接種を

コミュニティセンターに切り替えたとなれ

ば、国保の先生方の負担が大きくなってい

ると思うのです。 

このまま何か月かかるかわからないです

けれど、先生方の休暇もしくは体調不良、

あとは職務の配置の問題だとか、先生方も

人間ですから過度の重労働になっているこ

とはないと思うのですけれど、長時間労

働、休暇がないだとか、その辺については

今の人数で間違いないのかどうか、それだ

け再度念を押したいです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ワクチン接種に係

る医師の確保につきましては、確かに７月

には病院からコミセンに変えて、毎日先生

方には大変な思いをさせたという実態であ

ります。 

以前にも皆様にお話ししておりますけれ

ども、何とか９月いっぱいまでは集団接種

を土日にやりたいという中で、先生方には

これ以上負担をかけられない分について

は、それ以外の先生方については全部私が

医師を探して確保しております。 

ですから、７月については、土曜日の集

団接種については町立病院ではない、本州

から来ていただきました。 

それから、８月、９月の医師会でやる以

外は、町立病院の先生にも協力をお願いす

るところは話をしていますけれど、無理な

お願いはしてなくて、不足分については、

全て他のところから来ていただく形で、主

に北見、それから、札幌から先生に来てい

ただいて対応していますので、ワクチン接

種に関することで先生方に負担をかけてい

ることは事実でありますけれども、全ての

負担を町立病院の先生方にかけてはいない

と私は思っておりますので、他からの医師

をしっかり確保した中で進めていく予定で

ありますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 松浦議員の

御質問にお答えいたします。 

常勤の先生たちの過度な負担という部分

でございますが、確かに常勤の先生が１人

退職されることによりまして、これまでと

同様の診療を続けていくということになり

ますと、それなりの負担が当然かかってく

るだろうと思っております。 

そういう中で、非常勤の先生を雇用した

り、もしくは、先生の事務的な負担を何と

か違う職種の人がやっていけるようなこと

を考えながら、これまでもやってきました

し、そういった体制を今後も取り入れてい

きたいと思ってございます。 

当然、休暇の取得ですとか、時間外労働

ですとか、そういったものも関わってきま

すが、ここは労働基準法制上の問題も当然

抱えておりますので、それは過度なものに

ならないように、病院の中でしっかり打合

せをしながら、どういったことができるの

か、どういう事務負担の軽減ができるの

か、その辺を十分協議しながらこれまで進

めてきておりますので、今後の見通しとし

ましては、そういった医師の業務を他の職

種に移管するような、そんな取組を進めて

いきたいと思ってございます。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 
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○１２番（松浦和浩君） よくわかりまし

た。 

お医者さんを含めて、いろんな技術系の

人もしくは看護師も含めて、お医者さんが

行く以上は、その方々も同じことが起きて

いるのかなと。私の計算だと、相当数労働

負荷がかかる計算になると思います。 

ぜひ、その辺の打開策もしくは改善策が

できましたら、また議会側にしっかりと説

明するぐらいの余裕がないといけないと思

いますけれど、それについては、体制整備

した段階で、議会側に報告することが可能

かどうかだけお願いします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 松浦議員お

っしゃるとおり、医師の負担は相当になっ

てくると思っておりますので、体制の変更

点、改善点があれば議会にも御報告させて

いただきたいと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、行政報告

を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 発議第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 発議第

３号美幌町議会改革・活性化調査研究特別

委員会設置及び委員選任についてを議題と

します。 

本案は、美幌町議会会議規則第１４条第

１項の規定により、馬場博美さんほか４名

から議長に提出されましたので、直ちに提

案理由の説明を求めます。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君）〔登壇〕 発議第

３号美幌町議会改革・活性化調査研究特別

委員会設置及び委員選任について提案理由

の説明をいたします。 

提出者は、私、馬場博美、戸澤義典議

員、岡本美代子議員、上杉晃央議員、髙橋

秀明議員の５名であります。 

地方分権の中、市町村の役割は増大し、

住民に対する説明と理解が一層求められて

おります。町民から負託された議決機関で

ある町議会は、町民の立場に立って物事に

取り組む姿勢がより必要であり、その議決

過程においても、町民への情報提供等の取

組を新たに考え、町民の求める課題解決に

応えていかなければなりません。 

また、地方創生への取組が求められてい

る中、二元代表制における議会の存在意義

や議員の果たすべき役割、議会と町民のあ

るべき姿をより具体的な形で示していく必

要があります。 

このような状況を踏まえ、美幌町議会

は、議会が一丸となり、地方創生時代にふ

さわしい議会権能のさらなる充実強化を図

るため、議会の活性化に取り組む必要があ

ります。 

また、議会の公平性・透明性を確保し、

町民に開かれた議会、町民参加を推進する

議会、町民に信頼される議会を目指し、議

会改革を推進していく必要があることか

ら、議会改革・活性化に係る調査・研究の

ため、特別委員会を設置し、委員の選任を

求めるものであります。 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

お諮りします。 

本案について、議長を除く１３人の委員

をもって構成する美幌町議会改革・活性化

調査研究特別委員会を設置し、これに付託

の上、本委員会の調査は、調査終了まで閉

会中の継続調査といたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 
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したがって、本案は、議長を除く１３人

の委員をもって構成する美幌町議会改革・

活性化調査研究特別委員会を設置し、これ

に付託の上、調査終了まで閉会中の継続調

査とすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました美幌町議会改

革・活性化調査研究特別委員会の委員につ

いては、美幌町議会委員会条例第７条第２

項の規定により、１番戸澤義典さん、２番

藤原公一さん、３番大江道男さん、４番髙

橋秀明さん、５番木村利昭さん、６番伊藤

伸司さん、７番坂田美栄子さん、８番岡本

美代子さん、９番稲垣淳一さん、１０番古

舘繁夫さん、１１番上杉晃央さん、１２番

松浦和浩さん、１３番馬場博美さん、以上

１３人を指名したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました１３

人の方を美幌町議会改革・活性化調査研究

特別委員会の委員に選任することに決定し

ました。 

暫時休憩します。 

休憩中に特別委員会を開催し、正副委員

長の互選をお願いいたします。 

再開は、１０時５５分といたします。 

午前１０時３４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時５５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に特別委員会において、委員長及

び副委員長の互選が行われ、その結果が議

長の手元にまいりましたので報告いたしま

す。 

委員長に岡本美代子さん、副委員長に馬

場博美さん、以上のとおり互選された旨の

報告がありました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 承認第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 承認第

１１号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の７ペ

ージになります。 

承認第１１号専決処分の承認について御

説明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求める。 

８ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

４号）について、東京２０２０パラリンピ

ック競技大会出場選手支援のため急を要す

るので、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和３年７月８日付でござい

ます。 

専決内容について御説明いたしますの

で、９ページを御覧ください。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

４号）。 

令和３年度美幌町の一般会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１９２万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１３億９,７

８９万２,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の１８、１９ページをお開き願います。 
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２款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費、３、秘書渉外事務費の増、１５万

１,０００円につきましては、東京の新国立

競技場において開催される東京パラリンピ

ック競技大会、陸上男子車椅子５,０００メ

ートルに出場する、本町出身で町内に在住

する久保恒造選手を現地で応援するための

経費になります。 

特別旅費１３万８,０００円は町長の旅費

を、使用料１万３,０００円は、男子車椅子

５,０００メートルの予選及び決勝の観戦チ

ケット２枚分の購入経費となります。 

次に、１０款教育費、５項保健体育費、

１目保健体育総務費、１、スポーツ推進事

業費の増、特別旅費２７万６,０００円につ

きましては、教育長及び教育委員会職員１

名が現地で応援するための予算計上になり

ます。 

その下の業務等委託料、懸垂幕作製業務

委託料３４万８,０００円は、久保選手の出

場決定を広く周知するため、懸垂幕を４枚

作製し、役場庁舎、町民会館、ＪＡびほ

ろ、ＪＲ美幌駅に掲示するための経費にな

ります。 

使用料２万６,０００円は、現地で応援す

る２名の観戦チケット４枚の購入経費でご

ざいます。 

次に、補助金、東京パラリンピック選手

後援会補助金１１１万９,０００円につきま

しては、久保選手を支援する有志の会を初

め、美幌町スポーツ協会、美幌町陸上競技

協会、出身校などの関係団体により設立さ

れた後援会の活動に対する補助金を交付す

るための予算計上になります。 

後援会による主な事業といたしまして

は、選手支援金の贈呈、現地で応援される

御家族の旅費支援、応援団派遣に係る旅費

助成などによりますが、事業内容に応じま

して、補助対象経費の５０％から１００％

補助いたします。 

また、久保選手の活躍を願い、町内の公

共施設に応援メッセージや支援募金箱を設

置するほか、競技大会の当日には町民会館

におきまして、テレビ観戦会が開催される

予定でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、議案書の１６、１７ページにお戻

り願います。 

２１款繰越金、１項、１目、１節前年度

繰越金１９２万円につきましては、今回の

補正予算の財源といたしまして、前年度繰

越金を充てるものでございます。 

以上、承認第１１号専決処分の承認につ

いて御説明を申し上げました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 専決処分という

ことで、今回、久保さんがパラリンピック

に出るということで予算説明されたのです

けれど、今回の予算の総務費の町長の旅

費、教育費の教育長の旅費、そして、随行

職員の旅費について確認を取りたいので

す。 

パラリンピックですから、皆さん応援に

行くのはわかりますけれど、今コロナで大

変な時期です。そして、前回の議会でも、

美幌高校の農業科が２間口から１間口にな

って、子供たちの未来をつなげる農業科に

したいと。未来をつなげる子供たちに美幌

に残ってもらいたいという発言があった中

で、あえて質問します。 

町長、そして、教育長、２名についての

ことになるのですけれど、なぜ子供たちを

優先してパラリンピックの応援に送ること

にしなかったのかが１点。 

二つ目は、なぜ２人も行かないといけな

いのかが２点。 

最後に、日本国内のパラリンピックに行

くのに随行職員は何の仕事をするために行

くのか。 

日本国内では日本語を話せるのに、皆さ

ん旅行に随行職員がいないと行けないとい



 

－ 11 － 

うわけではないと思うのですけれど、そこ

をなぜ公費１００％の形で捻出するのかと

いうところがまず１回目。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問でございますが、順番が後先になるかも

しれませんが、なぜ、町長、教育長の２人

ということ、さらには随行職員の必要性で

ございますけれども、今回、町内在住の久

保恒造選手が出場されることは非常に名誉

なことであります。 

町民総ぐるみで後援会を立ち上げて、応

援させていただいているということで、町

民の皆さんの熱意を現地に届けたいという

ことで、町を代表する町長、そして、教育

行政を執行させていただいております教育

長が現地に赴いて応援をしたいということ

でございます。 

また、随行につきましては、議員おっし

ゃるように、確かに国内でありますので、

渡航手続等の必要はございませんけれど

も、細部にわたる調整、また、支援いただ

いております現地の所属会社等々の協議等

もありますので、随行職員を含めて町から

は３人が現地に赴くという考え方でござい

ます。 

また、１点目の御質問でございますが、

なぜ子供たちを優先しなかったのかという

ことでございますけれども、議員がおっし

ゃっているのは、未来のアスリート事業の

ことかと思いますけれども、こちらにつき

ましては、現地の新型コロナウイルス感染

状況等を勘案した中で、このような判断を

させていただいたところでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） パラリンピック

の応援について、僕は全てがだめだという

のではないのです。 

今、日本全国コロナで、そして、昨日は

国からも自宅待機で利用するのではないか

という、ちょっと理解しにくい方向があり

まして、美幌町も先週よりコロナ感染者が

出ているという中で、当然、去年のコロナ

のときから一部の事業所については数百万

円から１,０００万円以上の売上げが落ちて

いる中で、町の補助金も売上げに追いつか

ず、１０万円、２０万円ではないですか。

そういう生活緊急困難者も多くいる中で、

町長、教育長が全額公費負担で行くこと

が、美幌町民の理解を本当に得られるか。 

町民の理解を得られるよう、ぜひしっか

りやっていただきたいということで、その

辺の説明を十分にやってほしい。やるべき

だと思っていますので、そこのところをぜ

ひ最後に答弁をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 当然のことでご

ざいますけれども、町費を用いて現地へ赴

くわけでございます。 

その辺については、しっかり町民の皆様

に理解をいただけるような形をとっていき

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 本日の御説明の中

ではありませんでしたけれども、常任委員

会の中で、積算関係の資料を説明されたと

思います。 

その中で、３点ばかり質問させていただ

きたいと思います。 

まず１点目が、特別旅費で１人頭１３万

７,６００円という積算をしておりますが、

応援団の方の応援渡航旅費で１２万７,６０

０円と１万円の差がついております。この

差は何なのかというのがまず１点目であり

ます。 

２点目が、補助金関係でそれぞれ１０

０％補助と５０％補助がありますが、特

に、選手に対する２０万円の補助率が５

０％となっています。これは１００％でも

よかったのではないかと思うのですけれど
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も、１００％あるいは５０％の明確な根拠

があるのかが２点目。 

３点目としまして、事務費の中で、印刷

費、通信費等ということで積算しています

が、具体的にどのような形で使うのか一例

を示していただければと思います。 

以上、３点よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 戸澤

議員の御質問にお答えいたします。 

まず、１点目の旅費の件でございます

が、特別旅費の１３万７,６００円につきま

しては、職員の旅費規程に準じた金額にな

っていますが、１万円の差ということでご

ざいますが、職員の旅費につきましては、

１日２,５００円の日当が４日分ついていま

して、日当につきましては、応援団の方々

には必要ないということで、その１万円分

の差となっております。 

それから、補助金の率、５０％、１０

０％ということでありますが、町の補助基

準に照らし合わせながら、これまでも同様

の補助率で積算をさせていただいていると

ころでございますが、後援会の補助という

ことで、基本的には５０％程度の補助とい

うことでありますが、もともと財源がな

く、寄附で支援金を集めているところもご

ざいますので、ある程度後援会の努力を含

めて、補助率につきましては、これまで同

様の率で積算をさせていただいているとこ

ろでございます。 

それから、印刷費、通信費につきまして

は、今後、報告会ですとか、また、通信費

で言いますと、応援の電報だとか、そうい

った支出がございましたので、あるかない

かはこれからでありますけれども、そうい

ったところに充てていく予算となっており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） １点目と３点目に

ついては了解いたしました。 

２点目の補助率の関係は、過去の例から

そうしたということで理解しました。 

例えば、事務費、広告料、委託料は、１

００％です。それ以外は５０％という解釈

をしたのですけれども、支援金は、家族に

対しては５０％でわかるのですけれども、

選手本人に対する支援金は、過去も５０％

だったのか。これについては１００％でも

いいのではないかと個人的には思うので

す。 

その辺をもう１回説明していただければ

と思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 支援

金についてでございますが、２０万円の５

０％ということで、町の補助金で全て充て

てもいいとは思いますが、そこにつきまし

ては後援会として寄附だとか、皆さんの思

いを集めた中で２０万円の支出をするとい

うことでございますので、町の補助金とし

ては５０％とさせていただきました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私は、チケット

の扱いのことで伺います。今、オリンピッ

ク開催中で、パラリンピックが始まります

けれども、現状では有観客なのか、無観客

なのかが国や委員会から示されていませ

ん。もし無観客となったときに、細かい話

ですが、前の説明ですと、チケット代は久

保選手の所属している日立ソリューション

ズで購入しているもので手配をするという

ことだったのですが、無観客になったとき

にこの費用は執行されないのかどうか、そ

の辺だけ確認をさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 
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○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 上杉

議員の御質問ですが、チケットの取扱いと

いうことで、無観客になれば、当然、払戻

しといいますか、経費はかからないです。  

実は、旅行会社でこちらを買い取ってい

るわけではなくて、旅行会社で押さえてい

るものを購入させていただくということに

なりますので、８月８日頃には有観客、無

観客の判断がされるかと思いますが、その

時点で取扱いについては判断させていただ

きたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） 念のためお聞きい

たします。 

現在、コロナ第５波と言われるような大

変急速な感染の広がりがあって、パラリン

ピックの段階においてどうなるのか、大変

不確定な状況です。 

それで、一つだけ確認をしたいのです

が、先ほど、テレビ観戦会をやろうという

ことで、やれる状況であれば、私は全く異

存がないという立場ですが、感染が広がっ

て、密を避けるということで、感染につい

て非常に慎重にせざるを得ないという場合

については、予算は計上するが、執行段階

では十分検討するということを含んだ提案

であると判断してよろしいか、そこだけ確

認いたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 大江

議員の御質問でございますが、御心配のと

おり、パブリックビューイングにつきまし

ても、できるかどうかの判断も感染状況を

見ながら、後援会と協議をしながら判断を

していく予定でございます。 

ただ、町民会館で人数を抑えながら、密

を避けながら、また声を出しての応援をし

ないような形でのパブリックビューイング

を検討できればと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第１１号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第５３号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

５３号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 議案書の

２１ページになります。 

動産の取得について御説明申し上げま

す。 

議案第５３号動産の取得について。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１ページを

お開き願います。 

資料１、議案第５３号関係でございま

す。 

今回の動産の取得につきましては、平成

２年に購入しました多目的バスの老朽化に

伴う更新で、中型バス１台の購入でござい

ます。 

納入場所は、美幌町字東２条北２丁目２

５番地。 

動産の概要につきましては、記載のとお



 

－ 14 － 

りでございます。 

入札年月日は、令和３年７月２６日。 

指名業者は、東北海道いすゞ自動車株式

会社ほか記載の２社でございます。 

取得の金額は、２,３３２万円。落札率は

９３.８０％でございます。 

取得の相手方、北見市栄町１丁目３番地

５、東北海道いすゞ自動車株式会社北見支

店、支店長林利美でございます。 

契約保証金は、免除。 

契約年月日につきましては、議決後本契

約による。 

納入期限は、令和４年９月３０日でござ

います。 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） 今、部長から御説

明を受けましたけれども、平成２年のバス

の入替えということですけれども、平成２

年のバスは、今後下取りに出すのか、それ

とも今後も利用するのか、それだけお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） ただいま

の御質問ですが、払下げを予定しておりま

す。新しいバスが入ったときに払下げを予

定しております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 払下げというの

は、入札にするのか、それとも、メーカー

に下取りしてもらうのか、それだけお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 入札でご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５３号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第５４号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

５４号美幌町手数料徴収条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） 議案書の

２２ページになります。 

議案第５４号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定について御説明申し

上げます。 

美幌町手数料徴収条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の２ペー

ジをお開き願います。 

資料２、議案第５４号関係。 

美幌町手数料徴収条例の一部を改正する

条例制定について。 

改正目的でございますが、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正により、地方

公共団体情報システム機構がマイナンバー

カードの発行主体として明確に位置づけさ

れるとともに、マイナンバーカードの再交

付に係る手数料の徴収事務については、同

機構が市区町村長に委託して行うこととさ

れたことから、マイナンバーカードの紛失

等により再交付手数料を廃止するもので
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す。 

改正内容は、別表に規定されております

個人番号カードの再交付手数料を削り、以

下の見出し番号を一つずつ繰り上げようと

するものです。 

なお、参考資料３ページ以降に新旧対照

表を添付しておりますので、御参照いただ

ければと思います。 

根拠法令は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律。 

施行日は、令和３年９月１日でございま

す。 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５４号美幌町手数料徴

収条例の一部を改正する条例制定について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第５５号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

５５号令和３年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２３

ページになります。 

議案第５５号令和３年度美幌町一般会計

補正予算（第５号）について御説明を申し

上げます。 

令和３年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正は、農業振興に係る補助金を

追加するため、その所要額を予算計上しよ

うとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５９２万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１

４億３８１万７,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の３２、３３ページをお開き願います。 

６款農林水産業費、１項農業費、４目農

業振興費、１、農業振興事業費の増、補助

金、美幌町アスパラ振興推進事業補助金、

１２２万２,０００円につきましては、アス

パラの作付面積を拡大し、産地化を図るた

め、ビニールハウス及び資材の購入経費の

一部を助成するものでございます。 

農林水産省の間接補助事業の対象農家に

対し、町が上乗せ補助を行うもので、国庫

補助残の４分の１を上限に補助金を交付い

たします。 

当初予算におきましては、受益農家１

戸、ハウス２棟分を計上しておりました

が、国庫補助の追加要望が認められ、受益

農家が４戸、ハウス６棟に増えましたの

で、今回所要額を追加いたします。 

次に、８、農業振興施設等整備事業費の

増、補助金、産地生産基盤パワーアップ事

業補助金、４７０万３,０００円につきまし

ては、ただいま御説明をいたしましたアス

パラの作付面積を拡大し、産地化を図るた

めの事業で、農林水産省の間接補助事業と

なります。 

事業申請当初につきましては、受益農家

１戸、ハウス２棟でありましたが、申請を

希望する農家が４戸、ハウス６棟に増えた

ことから、農林水産省に追加要望を行い、

このほど補助金の割当て内示がございまし
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たので、補正予算を追加するものでござい

ます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、議案書３０ページ、３１ページにお戻

り願います。 

１７款道支出金、２項道補助金、４目農

林水産業費道補助金、１節の農業費補助金

４７０万３,０００円は、歳出で御説明いた

しました産地生産基盤パワーアップ事業補

助金の増額になります。 

２１款繰越金、１項、１目、１節の前年

度繰越金１２２万２,０００円につきまして

は、今回の補正予算の財源といたしまし

て、前年度繰越金を充てるものでありま

す。 

以上、議案第５５号令和３年度美幌町一

般会計補正予算（第５号）につきまして御

説明を申し上げました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ３１ページの前

年度繰越金は、補正をした後、幾ら残って

いるのかお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御質問に答弁

いたします。 

令和２年度、前年度の繰越金につきまし

ては、繰越明許分を差し引くと、８,３３０

万５,０００円になります。８,３３０万５,

０００円でございます。 

今回の補正予算後の繰越金の支消残、残

りにつきましては、７,０１６万３,０００

円。７,０１６万３,０００円となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５５号令和３年度美幌

町一般会計補正予算（第５号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

 会議を閉じます。 

これで、令和３年第６回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時２７分 閉会   
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